
様式第 13号（第 24第２項） 

 

見 積 業 者 選 定 経 過 書 

 
 
１ 業務名 
 

 
令和８年度特殊詐欺被害防止啓発放送等業務 

 
２ 応募者数 
 

 
４者 
 

 
３ 評価会議の構成 

  委員長 

  構成員 
 

 
委員長 ：長野県警察本部生活安全企画課課長   駒津 一治 

副委員長：長野県警察本部生活安全企画課室長   大谷 竜司 

構成員 ：長野県警察本部生活安全企画課課長補佐 清水 賢吾 

長野県警察本部生活安全企画課室長   割田 美由紀 

県くらし安全・消費生活課課長補佐   吉澤 雅之 

同                  眞岸 一郎 

         長野県警察大学生ボランティア     宮川 琳平 

同                  外田 佑子 

同                  大前 奏恵 

（欠）長野県警察本部広報県民課広報官    嶋田 昌宏       
 
４ 選定基準 
 

 
別添「審査要領」及び「審査方法」のとおり 
 

 
５ 評価結果 

  選定された者 

  評価点集計結果（点数） 

  評価点集計結果（順位） 

第１期（令和８年７月 15日から同年９月 15日） 

信越放送株式会社 

811点（平均 90.1点） １位 

第２期 (令和８年 10月１日から同年 11月 30日) 

株式会社長野放送 

769点（平均 85.4点） ２位 

なお、実施時期については、協議の上、委員長により、第

１期を信越放送株式会社、第２期を株式会社長野放送と決定

した。 
 
 

 

６ 企画提案を求める 

  具体的内容 

 
 

特殊詐欺被害防止に係る映像等の制作 

・ 業務計画及びスケジュール 

・ キャンペーンの内容 

・ ＣＭの内容 

・ 放送時間・頻度 

・ 業務履行の確実性 

・ 費用の妥当性 
 
 

 

７ 企画提案で 

  評価された点 

 

 
 

２者ともに自社の番組や保有する媒体等を活用したキャン

ペーンの内容が充実しており、被害対象者に対して危機感や

当事者意識を醸成させるインパクトのあるＣＭの内容となっ

ているほか、増加しているＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺対策

など提案内容の全体的なバランスが評価された。 

 
 
 
８ 総合的判断 
 

プロポーザル審査において、高い総合得点を獲得した信越

放送株式会社と株式会社長野放送の２者を優れた提案をした

者として見積業者に選定する。 

 


